
情報通信行政・郵政行政審議会 有線放送部会（第５回）議事概要 

 

１ 日 時  

平成２３年４月７日（木）14 時 00 分～16 時 12 分 

 

２ 場 所  

  総務省第１特別会議室（８階） 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1)  委 員 

関根 千佳（部会長代理）、大谷 和子、岡村 久道、根岸 哲、 

山下 東子 

（以上５名） 

(2) 総務省 

田中情報流通行政局長、稲田官房審議官、大橋情報流通行政局総務課長、

奈良放送政策課長、佐々木衛星・地域放送課長、菊池地域放送推進室長、

坂中衛星・地域放送課技術企画官 

(3) 事務局 

   岡田情報流通行政局総務課課長補佐 

 

（4） 利害関係者等 

   楠瀬 耕作（よさこいケーブルネット株式会社） 

   伊藤 誠一（テレビせとうち株式会社） 

 

４ 議 題 

諮問事項 

よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定に

ついて【諮問第 2004 号】（非公開にて審議） 

 

総務省からの説明の後、裁定申請者（よさこいケーブルネット株式会社）

及び裁定対象者（テレビせとうち株式会社）からそれぞれ意見聴取を実施。  

次回、意見聴取の内容等を踏まえて論点を整理した上で、審議を行うこ

ととした。 

 

【内容】 

平成 22 年 6 月 24 日付けで、よさこいケーブルネット株式会社から申請



のあった、有線テレビジョン放送法（昭和 47 年法律第 114 号）第 13 条第

３項の規定に基づく総務大臣の裁定について、同法第 26 条の２第３号及び

有線テレビジョン放送法施行令（昭和 47 年政令第 441 号）第１条に基づき

諮問があったもの。 

 

     担当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 丸山、高橋 

電話  ０３－５２５３－５６９４ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－５７１４ 

メール ip-council@soumu.go.jp 


